
調査のスケジュール
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検討会の開催 ★ ★ ★

議事録の確認・確定

 ★（調査票・記入要領完成 / 11月以降、適宜修正対応）

 ★（標本設計の完了 / 11月以降、適宜修正対応）

総務省の承認手続きの支援  ★（承認）

調査関係書類一式の印刷・発送

調査の実施

調査に係る質疑への対応

調査票記入内容の精査、疑義照会

 ★（調査票・記入要領完成 / 11月以降、適宜修正対応）

 ★（標本設計の完了 / 11月以降、適宜修正対応）

調査員の手配・教育

調査関係書類一式の印刷・発送

調査の実施

調査に係る質疑への対応

調査票記入内容の精査、疑義照会

報告書等の作成

報告書の作成

次回調査に向けた引継書等の作成

調査の実施（自記式調査）

調査票及び記入要領の作成（修正対応含む）

標本設計（修正対応含む）・調査対象名簿作成

調査の実施（他記式調査）

調査票及び記入要領の作成（修正対応含む）

標本設計（修正対応含む）・調査対象名簿作成

調査票の集計・集計結果の分析及び検証

調査票の集計・集計結果の分析及び検証

調査に関するアンケートの集計・分析

介護保険部会等への提出資料等の作成

検討会の当日資料の送付

実施事項
2025年 2026年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事務局の設置

事務局の設置

高齢者介護実態調査検討会の設置・運営

委員選定

委嘱・開催日程の調整

必要に応じて随時必要に応じて随時
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家族や職員等の介護提供者自身が、実施した介護を記録する調査（自記式調査）

2

➢ 調査対象

要支援・介護認定を受けており、自宅で介護を受けている方。

➢ 調査方法

ご家族等介護者が記録可能な様式をお渡しし、１日の介護内容を記録いただく。

・状態調査 ：調査当時の要介護度及び日常生活自立度等を記入いただく。

・介護時間調査：特定の24時間で家族が実施した、又は訪問介護等で実施された介

護を記録する。通所サービスに出られる際は介護サービスの内容

を通所サービスの職員等に記録いただく。

➢ 調査期間

総務省による統計調査に係る審査及び承認後、令和８年１月から２月の間に実施予

定。介護の時間が大きく異なる日（終日御自宅で過ごされる日と日中は通所に行か

れる日、等）の合計２日間、記録をしていただく。

〇 自宅等で行われている介護をご家族等の介護者に記録していただく。

〇 平成13年度や平成18年度に実施した自宅を対象にした高齢者介護実態調査と似た

形式の調査であり、本調査により在宅での介護時間や内容等の実態を把握する趣旨。

概要
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